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財政援助団体等監査の結果報告書

１ 監査実施年月日 令和５年６月２９日

２ 事前監査期間 令和５年５月２５日～令和５年６月１３日

３ 監査の範囲

（１）対象

ア 団 体 ねんりんピックかながわ２０２２伊勢原市実行委員会

（以下「実行委員会」という ）。

イ 所管部局 伊勢原市保健福祉部スポーツ課

（２）期間

令和４年度

（３）内容等

ア 伊勢原市の財政的援助（補助金の交付）に係る出納その他の事務の執行

イ 伊勢原市ねんりんピック開催事業補助金（以下「市補助金」という ）。

６，４３４，１１９円

４ 監査の手続

財政的援助に係る出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われている

かどうかに主眼をおき、関係職員等から現状を聴取し、提出された監査資料、関

係諸帳簿の照合等をした。

なお、八島満雄監査委員は、本件監査について地方自治法第１９９条の２の規

定により除斥とした。

５ 監査の結果

（１）実行委員会の概要

ア 実行委員会の設立目的は 「ねんりんピックかながわ２０２２伊勢原市実、

行委員会会則 （以下「会則」という ）第２条で「実行委員会は、第３４回」 。

全国健康福祉祭神奈川・横浜・川崎・相模原大会（ねんりんピックかながわ

２０２２）において、伊勢原市で開催される交流大会等（以下「大会等」と

いう ）の円滑な運営と推進を期するため、必要な事業を行うことを目的と。

する 」とし、令和２年６月１９日に設立した。。

令和４年１１月１２日から令和４年１１月１４日に大会等を開催し、実行

委員会は、令和５年２月２８日をもって解散した。
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イ 実施事業については、同会則第３条で次のとおりとしている。

（１） 大会等の開催に必要な計画の策定に関すること。

（２） 大会等の企画及び運営に関すること。

（３） 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

（４） その他実行委員会の目的を達成するために必要な事業に関すること。

、 「 、 。」ウ 構成については 同会則第４条で 会長 委員及び監事をもって構成する

としており、令和４年４月１日時点の会員数は３５名である。

エ 会計については、同会則第１４条で「実行委員会の経費は、補助金及びそ

の他の収入をもって充てる 」としている。。

（２）市補助金の決算状況について

市補助金の決算状況は 「２０２２年度収支決算」に基づき示すと次のとお、

りである （別表１のとおり）。

ア 収入

収入決算額について 「区分」別に示すと 「市補助金」が、 、

６，４３４，１１９円（収入決算額合計に占める割合３８．０％ 「県補）、

助金 が９ ２５４ ０００円 同５４ ６％ 繰越金 が１ １０７ ２１３円」 ， ， （ ． ）、「 」 ， ，

（同６．５％ 「その他の収入」が１４０，０８１円（同０．８％）の合）、

計１６，９３５，４１３円である。

イ 支出

支出決算額について 「区分」別に示すと 「管理運営事業」が、 、

２，９２１，２１２円（支出決算額合計に占める割合１７．２％ 「歓迎）、

装飾事業」が５０６，００８円（同３．０％ 「交流大会開催事業」が）、

１１，０１７，４２６円（同６５．１％ 「競技主管団体事業」が）、

４００，０００円（同２．４％ 「リハーサル大会実施事業」が）、

２，０９０，７６７円（同１２．３％）の合計１６，９３５，４１３円であ

る。

ウ 収入支出差引

収入決算額合計１６，９３５，４１３円から支出決算額合計

１６，９３５，４１３円を差し引いた額は０円で、繰越金は無い。

（３）市補助金の交付理由等について

ア 市補助金の交付については、地方自治法第２３２条の２（寄附又は補助）

において「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄

附又は補助をすることができる 」との規定に基づき、市は 「伊勢原市補。 、

助金等の交付規則」を定め、同規則第４条（交付の対象）で「補助金等は、

市長が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対し、予算の範囲
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内においてその施行に必要な経費の全部又は一部について交付する 」とし。

ている。

イ 市は、実行委員会に対し、ねんりんピックかながわ２０２２に係る開催準

備事業及び大会運営事業を円滑に推進することを目的に市補助金を交付して

いる。

ウ 市は、市補助金を交付するに当たり 「伊勢原市補助金等の交付規則」に、

定めるもののほか 「伊勢原市ねんりんピック開催事業補助金交付要綱 （以、 」

下「要綱」という ）を定めている。。

・要綱第１条（趣旨）を次のように定めている。

この要綱は、ねんりんピックかながわ２０２２伊勢原市実行委員会（以

下「実行委員会」という ）が行うねんりんピックかながわ２０２２に。

係る開催準備事業及び大会運営事業を円滑に推進するため、実行委員会

に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、伊勢原

（ 。 「 」市補助金等の交付規則 昭和５５年伊勢原市規則第１９号 以下 規則

という ）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。。

・要綱第２条（補助対象事業及び経費）で、補助の対象とする経費を、次

のように定めている。

補助対象事業： １）ねんりんピックかながわ２０２２に係る開催準備（

事業

（２）ねんりんピックかながわ２０２２に係る大会運営

事業

補助対象経費： １）会議の運営（

(２）計画の策定

(３）競技会等準備・運営の調査

(４）必要な備品の購入

(５）競技会等の運営

(６）競技用具等の整備

(７）競技役員等の養成及び編成

(８）関係機関・団体の活動支援

(９）リハーサル大会の運営

(10）競技会場・練習会場等の整備

(11）広報・啓発の推進

(12）環境美化活動の推進

(13）案内・表示の整備

(14）衛生・救護等の計画普及・体制確立

(15）競技会関係者等の宿泊体制整備

(16）競技関係者等の輸送・交通対策
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(17）臨時職員の賃金等

(18）その他必要なねんりんピック開催準備の推進

・要綱第３条（補助金の額）で補助金の額は 「予算の範囲内で市長が認、

めた額」としている。

（４）市補助金の充当状況について

実行委員会の令和４年度決算において、市補助金６，４３４，１１９円が

充てられている事業は、支出区分の（１）管理運営事業 （２）歓迎装飾事、

業 （３）交流大会開催事業 （５）リハーサル大会実施事業で、市補助金、 、

の充当金額は、次のとおりである （別表２のとおり）。

ア 管理運営事業

競技役員、ボランティア等のスタッフジャンパー作製費や大会啓発物品

購入といった広報啓発費等で、支出額２，９２１，２１２円（一部補助対

） ， ， （ ）象経費 のうち１ ３８３ ０００円 交付対象経費に対する割合４８％

の県補助金が充当され、１，３９８，１３１円（交付対象経費に対する割

合４８％）の市補助金が充当されている。

イ 歓迎装飾事業

のぼり旗や横断幕の作製など、会場等の歓迎装飾費で、支出額

５０６，００８円（全額補助対象経費）のうち２５３，０００円（補助対

象経費に対する割合５０％ の県補助金が充当され ２５３ ００８円 補） 、 ， （

助対象経費に対する割合５０％）の市補助金が充当されている。

ウ 交流大会開催事業

会場設営費や競技役員等派遣業務委託経費などで、支出額

１１，０１７，４２６円（一部補助対象経費１０，０７８，３３５円）の

うち６，７１８，０００円（補助対象経費に対する割合６７％）の県補助

、 ， ， （ ）金が充当され ４ ２９９ ４２６円 補助対象経費に対する割合４３％

の市補助金が充当されている。

エ 競技主管団体事業

競技主管団体への補助で、支出額４００，０００円（全額県費補助対象

経費）のうち４００，０００円（補助対象経費に対する割合１００％）の

県補助金が充当されており、市補助金は充当されていない。

オ リハーサル大会実施事業

リハーサル大会の会場設営費や開催費等で 支出額２ ０９０ ７６７円、 ， ，

（全額補助対象経費）のうち５００，０００円（補助対象経費に対する割

合２４％）の県補助金が充当され、４８３，５５４円（補助対象経費に対

する割合２３％）の市補助金が充当されている。
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以上のとおり、実行委員会は、大会等の開催にあたり大会運営を円滑に推進す

る役割を担い、交付目的に沿って事務を執行したものと認められた。

また、事務の処理状況については、監査資料、関係諸帳簿の照合等を行った結

果、注意を要すべき事項はあったが概ね良好な処理がなされているものと認めら

れた。

一方、市は、実行委員会に関し、その事務局をスポーツ課に置き、会務の処理

を行うとともに、要綱に基づいた補助金を交付しており、出納事務についても適

正に処理されていることが認められた。

最後に、実行委員会は収支決算について収入と支出を同額で精算した上で、目

的を達成したことから解散した。大会等は滞りなく開催され、市補助金の全額が

交付対象事業に使われていること等からみても、実行委員会に対する市の補助金

交付は、交付の趣旨に照らし、適正であると認められた。



別表１

　  令和４年度ねんりんピックかながわ２０２２伊勢原市実行委員会収支決算の状況

収　入 　　　   （単位：円）

金額　Ｂ 構成比(％)

市補助金 8,000,000 6,434,119 38.0 △1,565,881

県補助金 12,858,000 9,254,000 54.7 △3,604,000

繰越金 1,107,213 1,107,213 6.5 0

その他の収入 787 140,081 0.8 139,294

合　　計 21,966,000 16,935,413 100.0 △5,030,587

支　出 　   　（単位：円）

金額　Ｂ 構成比(％) 県補助金 市補助金 その他

(1)管理運営事業 3,434,000 2,921,212 17.2 512,788 1,383,000 1,398,131 140,081

(2)歓迎装飾事業 600,000 506,008 3.0 93,992 253,000 253,008 0

(3)交流大会開催事業 15,924,000 11,017,426 65.1 4,906,574 6,718,000 4,299,426 0

(4)競技主管団体事業 400,000 400,000 2.4 0 400,000 0 0

(5)リハーサル大会実施
事業

1,608,000 2,090,767 12.3 △482,767 500,000 483,554 1,107,213

合　　計 21,966,000 16,935,413 100.0 5,030,587 9,254,000 6,434,119 1,247,294

左の決算額の財源

区　　分

区　　分

決算額
予算額　Ａ 比較　Ｂ－Ａ

予算額 Ａ
決算額　

比較　Ａ－Ｂ



別表２

　　　令和４年度決算及びその財源内訳

3,434,000 2,921,212 2,906,972 1,383,000 47% 48% 1,398,131 48% 48% 140,081

600,000 506,008 506,008 253,000 50% 50% 253,008 50% 50% 0

15,924,000 11,017,426 10,078,335 6,718,000 61% 67% 4,299,426 39% 43% 0

400,000 400,000 400,000 400,000 100% 100% 0 0% 0% 0

1,608,000 2,090,767 2,090,767 500,000 24% 24% 483,554 23% 23% 1,107,213

21,966,000 16,935,413 15,982,082 9,254,000 55% 58% 6,434,119 38% 40% 1,247,294

執　行　状　況
左　の　財　源　内　訳

県補助金 市補助金

その他
（円）区　　分 予算額（円） 決算額（円）

左のうち補助
対象事業費
（円）

補助対象事業
費に対する充

当率

補助金充当額
（円）

決算額に対す
る充当率

補助対象事業
費に対する充

当率

（４）競技主管団体事業

（５）リハーサル大会実施事業

合計

補助金充当額
（円）

決算額に対す
る充当率

（１）管理運営事業

（２）歓迎装飾事業

（３）交流大会開催事業


